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障害者雇用の現状
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障害者雇用の状況

○ 民間企業の雇用状況
雇用者数 43.1万人 （身体障害者31.3万人、知的障害者9.0万人、精神障害者2.8万人）
実雇用率 1.82％ 法定雇用率達成企業割合 44.7％

○ 25年4月に引き上げた法定雇用率（2.0％）には届かないものの、雇用者数は11年連続で過去最高
を更新。障害者雇用は着実に進展。

（平成26年6月1日現在）

(注)平成22年度の改正前の制度に基づいて実雇用率を推計した場合、平成23年度は1.75%、平成24年度は1.79%である。 2
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ハローワークにおける障害者の職業紹介状況

○ 平成25年度の就職件数・新規求職者数は、前年度から更に増加。

○ 特に、就職件数は77,883件と４年連続で過去最高を更新。
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ハローワークの障害種別の職業紹介状況
（就職件数）
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※平成26年6月1日現在
全体：44.7％
50～100人未満：44.1％
100～300人未満：45.9％
300～500人未満：42.5％
500～1000人未満：41.7％
1,000人以上：49.5％
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※平成26年6月1日現在
全体：1.83％
50 ～100人未満：1.46％
100～300人未満：1.58％
300～500人未満：1.76％
500～1000人未満：1.83％
1,000人以上：2.05％

○ 全体として実雇用率は順調に伸びているものの、特に中小企業の取組が遅れている。

企業規模別の障害者雇用状況

※平成24年までは56～100人未満 ※平成24年までは56～100人未満
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障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大

障害者雇用促進法の改正により、

に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。

平成22年７月から、常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年４月から、常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主

☆ 制度の適用から５年間は、納付金の減額特例が適用されます。

常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成22年７月～平成27年６月まで ５万円 → ４万円

常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主
平成27年４月～平成32年３月まで ５万円 → ４万円

※ 調整金は変わらず２万７千円となります。
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（１）身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況

障害者の雇用状況については、産業別、事業所規模別の回収結果をもとに復元をした推計値を利用し
て分析を行った。

ア障害の種類・程度別の雇用状況
身体障害者について、障害の種類別にみると、肢体不自由が43.0％（前回（平成20年度）は36.6％）、

内部障害が28.8％（同34.6％）、聴覚言語障害が13.4％（同16.8％）となっている。
知的障害者については、重度が21.7％（同36.3％）、重度以外が69.5％（同45.7％）となっている。

精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳により精神障害者であることを確認している者が
83.0％（同45.6％）、医師の診断等により確認している者が14.6％（同53.6％）となっている。
精神障害者保健福祉手帳の等級をみると、3級が40.2％で最も多くなっている。また、医師の診断等に

よる確認のうち、最も多い疾病は「そううつ病」で10.8％となっている。

イ雇用形態
雇用形態をみると、身体障害者は55.9％（前回は64.4％）、知的障害者は18.8％（同37.3％）、精神障害

者は40.8％（同46.7％）が正社員となっている。

ウ 労働時間
週所定労働時間をみると、身体障害者は81.8％（前回は82.8％）、知的障害者は61.9％（同79.1％）、精

神障害者は68.9％（同73.1％）が週30時間以上となっている。

エ職業
職業別にみると、身体障害者は事務的職業が31.7％と最も多く、知的障害者は生産工程従事者が

25.6％と最も多く、精神障害者は事務的職業が32.5％と最も多くなっている。

平成25年度障害者雇用実態調査 事業主調査結果の概要

9



オ賃金
平成25年10月の平均賃金をみると、身体障害者は22万3千円（前回は25万4千円）、知的障害者は10

万8千円（同11万8千円）、精神障害者は15万9千円（同12万9千円）となっている。

カ勤続年数
平均勤続年数をみると、身体障害者は10年（前回は9年2月）、知的障害者は7年9月（同9年2月）、精

神障害者は4年3月（同6年4月）となっている。

（注） 採用後に身体障害者又は精神障害者であることを承知した者については、身体障害者手帳又
は精神障害者保健福祉手帳等により身体障害者又は精神障害者であることを承知した年月（ただし、
身体障害者又は精神障害者であることを承知した年月が明らかでないときは、手帳等の交付日）を、そ
れぞれ起点とした勤続年数である。

（２）障害者雇用に当たっての課題・配慮事項

障害者を雇用する際の課題としては、身体障害者、知的障害者、精神障害者ともに、「会社内に適当な
仕事があるか」が最も多くなっている。

また、雇用している障害者への配慮事項としては、身体障害者については、「配置転換等人事管理面
についての配慮」が、知的障害者については、「工程の単純化等職務内容の配慮」が、精神障害者に
ついては、「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」が最も多くなっている。

（３）関係機関に期待する取組み

障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組みとしては、身体障害者については、「障害者雇用支
援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」が最も多く、知的障害者及び精神障害者については、
「具体的な労働条件、職務内容等について相談できる窓口の設置」が最も多くなっている。
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改正障害者雇用促進法の概要
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１．障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善する
ための措置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者
を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

（１）障害者に対する差別の禁止
雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

（２）合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。

ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

（想定される例）
・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

→（１）（２）については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において
具体的な事例を示す。

（３）苦情処理・紛争解決援助
① 事業主に対して、（１）（２）に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。

② （１）（２）に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例（紛争調整委員会による調停
や都道府県労働局長による勧告等）を整備。

２．法定雇用率の算定基礎の見直し

法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行（Ｈ30）後５年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定
基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

３．その他

障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

施行期日：平成28年4月1日（ただし、２は平成30年4月1日、３（障害者の範囲の明確化に限る。）は公布日（平成25年6月19日）） 12



障害者権利条約の批准について

○ 障害者権利条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための
包括的・総合的な国際条約であり、2006（平成18）年12月に採択さ
れる。

○ 我が国は、同条約に2007（平成19）年に署名し、同条約の批准に
向けて法整備を進め、法整備の一つとして「障害者の雇用の促進等に
関する法律」で所要の改正を行った（2013（平成25）年６月成
立）。

※ ○ 労働・雇用分野については、公共・民間部門での雇用促進等のほか、

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに

安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止

② 公正･良好な労働条件、安全・健康的な作業条件及び苦情に対する救済についての権利保護

③ 職場において合理的配慮が提供されることの確保

等のための適当な措置をとることにより、労働についての障害者の権利の実現を保障・促進。

○ こうした法整備を行い、2014（平成26）年１月20日に批准され、
同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生した。

○ なお、2014（平成26）年3月現在で、世界143の国及び地域が批准
している。

（参考）
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① 障害者の範囲の明確化

○ 改正障害者雇用促進法における障害の定義について、改正障害者基本法を踏まえ、
① 精神障害に発達障害が含まれること、② 難病に起因する障害がふくまれること

を明確化するために改正。
※ 改正前から発達障害者等は障害者雇用促進法上の障害に含まれており、改正前後で

障害の範囲は変わらない。

改正法第２条第１号

身体障害、知的障害又は精神障害（発達障害を含む。）その他の
心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があるため、長期に
わたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むこと
が著しく困難な者をいう。

改正前第２条第１号

身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と総称する。）が
あるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職
業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

※ 平成23年の障害者基本法改正においても、同趣旨の改正を実施。
※ 発達障害等は改正前の障害者雇用促進法上の障害に含まれており、改正前後で

障害の範囲は変わらない。 14



② 障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について

◎ 障害者に対する差別禁止※1、合理的配慮の提供義務※2 を規定 【施行期日 平成28年4月1日】 。

◎ 必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を実施。

【差別の主な具体例】

【合理的配慮の主な具体例】

募集・採用の機会
○ 身体障害、知的障害、精神障害、車いすの利用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を

拒否すること など

賃金の決定、教育訓練の
実施、福利厚生施設の利
用など

障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
○ 賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
○ 研修、現場実習をうけさせないこと
○ 食堂や休憩室の利用を認めない など

募集・採用の配慮
○ 問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること・試験の回答

時間を延長すること・回答方法を工夫すること など

施設の整備、援助を行う
者の配置など

○ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
○ 文字だけでなく口頭での説明を行うこと・口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明

すること・筆談ができるようにすること
○ 手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
○ 通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など

※１ 不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが
禁止されるものではない。

今後、労働政策審議会障害者雇用分科会の意見を聴いて、具体的な内容は指針を策定。
なお、禁止される差別や合理的配慮の内容として、以下のものなどが想定される。

※２ 事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない。
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③ 法定雇用率の算定基礎の見直しについて

◎ 法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加 【施行期日 平成30年4月1日】。

◎ 法定雇用率は原則５年ごとに見直し。

⇒ 施行後５年間（平成30年4月1日～平成35年3月31日まで）は猶予期間とし、精神障害者の
追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能。

※ 具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえ、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論。

【法定雇用率の算定式】

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数

＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数

常用労働者数 － 除外率相当労働者数 ＋ 失業者数
法定雇用率 ＝

【激変緩和措置の内容】

追加

○ 平成25年4月1日～平成30年3月31日

身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率（2.0％）

○ 平成30年4月1日～平成35年3月31日
身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と
身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率

○ 平成35年4月1日以降

身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率

16



法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷

昭和51年
10月

昭和63年
4月

平成10年
7月

平成18年
4月

実雇用率に追加

精神障害者を雇用した場合
は、身体障害者又は知的障
害者を雇用した者とみなす。

実雇用率に追加

知的障害者を雇用した
場合は身体障害者を雇
用した者とみなす。

法定雇用率の算定基礎の対象
「身体障害」のみ

昭和51年、身体障害者を対象とする雇用率制度を創設。平成10年には、知的障害者を法定雇用率の算定

基礎の対象に追加。さらに、平成30年４月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加（※）。

※ 施行後５年間は激変緩和措置として、身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と身体障害者・知的
障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率とする。

法定雇用率の算定基礎の対象
「身体障害」と「知的障害」

法定雇用率の算定
基礎の対象
「身体障害」と「知的
障害」と「精神障害」

平成30年
4月

各企業が雇用する障害者の割合（実雇用率）を計算する
際の対象には、知的障害者を昭和63年に、精神障害を平
成18年に追加。

精神障害者

知的障害者

身体障害者

（参考）
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④ 苦情処理・紛争解決援助について

障害者である
労働者

事業主紛争

自主的解決

紛争調整委員会（労働局長の委任によるもの）*

企 業

調停委員による調停・調停案の作成・受諾勧告
都道府県労働局長による紛争当
事者への助言・指導・勧告

解決しない場合

都道府県労働局

◎ 事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について、障害者である
労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るよう努める。

◎ 当該事項に係る紛争は、個別労働紛争解決促進法の特例を設け、都道府県労働局長が
必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとするとともに、新たに創設する調停制度
の対象とする。

* 必要があると認めるときは、当事者又は障害者の医療等に
関する専門的知識を有する者などの意見を聴くことが可能

１１ 18



改正障害者雇用促進法に基づく
差別禁止・合理的配慮提供

の指針案について
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労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿

阿部 正浩
菊池 恵美子
武石 恵美子
中川 正俊
松爲 信雄
山川 隆一

板垣 恒子
榎本 朋子
桑原 敬行
髙松 和夫
斗内 利夫

栗原 敏郎
塩野 典子
高橋 弘行
平岡 真一
本郷 滋

阿部 一彦
小出 隆司
竹下 義樹
堤 年春

中央大学経済学部教授
帝京平成大学健康メディカル学部作業療法学科教授
法政大学キャリアデザイン学部教授
田園調布学園大学人間福祉学部教授
文京学院大学人間学部教授
東京大学大学院法学政治学研究科教授 【会長】

全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会書記次長
全日本自治団体労働組合社会保障局長
全日本自動車産業労働組合総連合会副会長
日本労働組合総連合会総合労働局雇用対策局長
ＵＡゼンセン常任中央執行委員（労働条件担当）

株式会社大協製作所代表取締役社長
富士通株式会社総務人事本部人事労政部シニアディレクター
一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長
株式会社日立製作所人事勤労本部担当本部長
株式会社アイネット代表取締役

社会福祉法人日本身体障害者団体連合会副会長
全国手をつなぐ育成会連合会副会長
社会福祉法人日本盲人会連合会長
公益社団法人全国精神保健福祉会連合会理事

（公益代表）
〔平成26年10月22日現在〕

（労働者代表）

（使用者代表）

（障害者代表）

＊五十音順・敬称略
20



第63回（平成26年９月11日）
○ 差別禁止指針について①

第64回（平成26年10月23日）
○ 差別禁止指針について②
○ 合理的配慮指針について①

第65回（平成26年11月18日）
○ 合理的配慮指針について②

第66回（平成26年12月15日）
○ 合理的配慮指針について③
○ 両指針のまとめ①

第67回（平成27年３月２日）
〇 両指針のまとめ②（諮問答申）

障害者雇用分科会のスケジュール
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障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が講ずべき措置に関
する指針案（概要）

（１）基本的な考え方

○ 対象となる障害者の範囲は、障害者雇用促進法に規定する障害者である。

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主である。

○ 直接差別を禁止する（車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの社
会的不利を補う手段の利用などを理由とする不当な不利益取扱いを含む）。

○ 事業主や同じ職場で働く者が障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要である。

（２）差別の禁止

○ 募集・採用、賃金、配置、昇進などの各項目に沿って禁止される差別を整理する。

○ 各項目について、障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除することや、その条件を障
害者に対してのみ不利なものとすることが差別に該当する。

○ ただし、次に掲げる措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。
・ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと。

・ 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として異なる取扱いを行うこと。

・ 合理的配慮に係る措置を講ずること（その結果として、障害者でない者と異なる取扱いとなること）。

・ 障害者専用求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供の
ためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること。

改正障害者雇用促進法に基づく指針の概要（差別禁止指針）
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雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者
である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が
講ずべき措置に関する指針案（概要）

（１）基本的な考え方

○ 障害者、事業主の範囲は「差別の禁止に関する指針」と同じ。

○ 合理的配慮は個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

○ 合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意
を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には合理的配慮の提供義務
違反を問われないこと。 など

（２）合理的配慮の手続

① 募集・採用時：障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。障害者は面接日等
までの間に時間的余裕をもって事業主に申し出ることが求められる。

採 用 後 ：事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。

② 合理的配慮に関する措置について事業主と障害者で話合う。

③ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由（過重な負担にあたる場
合はその旨及びその理由）を障害者に説明する。採用後について、措置の実施に一定の時間がかかる
場合はその旨を障害者に説明する。

※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。

改正障害者雇用促進法に基づく指針の概要（合理的配慮指針）①
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（３）合理的配慮の内容

○ 採用後に講ずる合理的配慮は職務の円滑な遂行に必要な措置であることから、次に掲げる措置
が合理的配慮として事業主に求められるものではない。

・ 日常生活に必要である眼鏡や車いす等の提供。

・ 中途障害により、配慮をしても重要な職務遂行に支障を来す場合の、当該職務の継続。

※ ただし、当該職務の継続ができない場合には、別の職務に就かせることなど、他の合理的配慮を検討する。

○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例は「別表」のとおり。

なお、「別表」はあくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ずしも実施するものではない。また、
記載されている事例以外であっても合理的配慮に該当するものがある。

（別表の記載例）
【募集及び採用時】
・ 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害）
・ 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害） など

【採用後】
・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由）
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害）
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか） など

改正障害者雇用促進法に基づく指針の概要（合理的配慮指針）②
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（４）過重な負担

○ 合理的配慮の提供の義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を
除くこととしている。事業主は、合理的配慮に係る措置が過重な負担に当たるか否かについて、次
に掲げる要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。

・ 事業活動への影響の程度
・ 実現困難度
・ 費用・負担の程度

・ 企業の規模

・ 企業の財務状況

・ 公的支援の有無

○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合はその旨及びその理由を障害者に説明する。そ
の場合、事業主は、障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配
慮に係る措置を講ずる。

（５）相談体制の整備

○ 障害者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や、相談者のプライバシー
を保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知するとともに、相談したことを理由とし
ての不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて労働者に周知する。 など

改正障害者雇用促進法に基づく指針の概要（合理的配慮指針）③
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Ⅰ 障害特性に応じた就労支援の推進

◆ 精神障害者への就労支援の充実
◇ ハローワークの「精神障害者雇用トータルサポーター」を拡充し、専門的支援の強化
◇ 医療機関に対する精神障害者の就労支援ノウハウの周知や相談支援の実施
◇ 地域、企業規模、産業等に応じた精神障害者・発達障害者の定着支援に重点を置いた雇用ノウハウの蓄積を

図るためのモデル事業の実施
◇ 障害者トライアル雇用事業の実施

◆ 発達障害者・難病患者への就労支援の充実
◇ ハローワークの「就職支援ナビゲーター（発達障害者等支援分）」を拡充し、きめ細かな支援の実施
◇ ハローワークの「難病患者就職サポーター」を増員し、難病のある者への就労支援の強化とともに、

難病のある者を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成の拡充

◆ 地域の関係機関との連携等による「福祉」、「教育」、「医療」から「雇用」への移行推進
◇ 中小企業の障害者雇用への不安を解消するため、労働局に専門のコーディネーターを配置し、福祉、 教育、

医療等の関係機関と連携した、職場実習の推進や事業所見学会等の実施
◇ハローワークと地域の関係機関が連携し、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「チーム支援」の実施体制の

強化等によるハローワークのマッチング機能の強化

平成２７年度予定額 ２５７．５ （２５８.０）億円
※括弧書きは前年度予算額

７６．８（７７．８）億円

障害者に対する就労支援の推進
～平成27年度障害者雇用施策関係予算案のポイント～

Ⅳ 障害者の職業能力開発支援の強化

Ⅱ 地域就労支援力の強化による職場定着の推進
◆ 精神障害者等が働きやすい職場づくりに努める事業主に対する助成の見直しや、中途障害等により休職した

労働者について雇用の継続を図るための措置を講じ雇用を継続した事業主に対する助成の創設等

◆ 就業面と生活面の一体的な支援を行う「障害者就業・生活支援センター」の増設及び職場定着支援の機能強化

Ⅲ 中小企業に重点を置いた支援策の実施
◆ 障害者を初めて雇用する中小企業に対する支援や、ハローワークによる中小企業を主な対象とした就職面接会の

実施、障害者の職場定着等に取り組む中小企業等への経済的支援の強化等により、マッチング機能の強化

７９．５（７０．６）億円

１８．６（１６．２）億円

６５．２（５８．９）億円 26



企業

○ジョブコーチ

○相談支援事業所

○福祉事務所

○発達障害者支援センター

○難病相談・支援センター

○医療機関 (※2) 等

・専門援助部門が担当
・就職支援コーディネーターを配置
し、関係機関と調整

主査：ハローワーク職員

その他の就労支援者

就職を希望している
福祉施設利用者等

就
労
支
援
計
画
の
作
成

チ
ー
ム
構
成
員
が
連
携

し
て
支
援
を
実
施

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

就職に向けた取り組み 就職

職場定着

職業生活
の安定

就労支援・生活支援 職場定着支援・就業生活支援

障害者就労に向けたハローワークを中心とした「チーム支援」

○地域障害者職業センター

○障害者就業・生活支援センター (※1)

○就労移行支援事業所

○職業能力開発校

○特別支援学校

副主査：福祉施設等職員

【25年度実績】
支援対象者数 22,943人
就職者数 12,673人
就職率 55.2％

障害者就労支援チーム

（※1）可能な限り、障害者就業・生活支援センターがチームに参加し、生活面の支援を継続的に実施。
（※2）支援対象者が医療機関を利用している場合は、医療機関に対してチームへの参加を積極的に依頼。

○ 福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希望する障害者一人ひとりに対して、

ハローワーク職員（主査）と福祉施設等の職員その他の就労支援者がチームを

結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施（平成18年度から実施）
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「チーム支援」の実績

○ 障害者自立支援法が施行した平成18年度からモデル事業（10所）として開始。

平成19年度から全国実施し、年々支援対象者が増加するとともに、高い就職率を維持。

○ 知的障害者や精神障害者の利用割合が高く（全体の約85％）、障害特性に応じた

きめ細かな支援を実施。

支 援 対 象 者 就 職 件 数 就 職 率

平成20年度 10,442人 5,202人 49.8％

平成21年度 13,801人 6,354人 46.0％

平成22年度 16,923人 8,639人 51.0％

平成23年度 19,082人 9,899人 51.9％

平成24年度 21,635人 10,636人 49.2%

平成25年度 22,943人 12,673人 55.2%

＜チーム支援の実施状況＞

＜チーム支援の障害種別の実施状況（平成25年度）＞
支 援 対 象 者 （ 構 成 比 ） 就 職 件 数 （ 構 成 比 ）

身体障害者 2,639人（11.5％） 1,465人（11.6％）

知的障害者 10,549人（46.0％） 6,154人（48.6％）

精神障害者 8,923人（38.9％） 4,660人（36.8％）

その他（*） 832人（3.6％） 394人（3.1％）

＊その他とは、発達障害や高次脳機能障害など28



職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援

◎支援内容

事 業 主
(管理監督者・人事担当者)

ジョブコーチ

障 害 者

同僚

同僚

上司 家族

・ 障害の理解に係る社内啓発

・ 障害者との関わり方に関する助言

・ 指導方法に関する助言
・安定した職業生活を送るための家族の
関わり方に関する助言

・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
・配置、職務内容の設定に関する助言

・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援

◎標準的な支援の流れ

不適応課題を分析し、

集中的に改善を図る

週３～４日訪問

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰﾊﾟｰｿﾝ

の育成により、支援の主体

を徐々に職場に移行

週１～２日訪問

数週間～数ヶ月

に一度訪問

移行支援集中支援
フォロー
アップ

支援期間１～７ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センターの場合）

◎ジョブコーチ配置数（２６年４月１日現在）

計１，２３６人 地域センターのジョブコーチ ３１２人
第１号ジョブコーチ（福祉施設型） ７４４人
第２号ジョブコーチ（事業所型） １８０人

支援対象者数 ３，７４９人

職場定着率（支援終了後６ヶ月） ８８．２％
（支援終了後６ヵ月：24年10月～25年９月までの支援修了者の実績）

◎支援実績（２５年度、地域センター）

障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、

・ 障害者に対する業務遂行力やコミュニケーション能力の向上支援

・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施
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職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成研修の種類

ジョブコーチ養成研修は、（独）高齢・障害・求職者支援機構及び厚生労働大臣が

指定した研修実施機関（６機関）により実施。

合計

（独）高齢・障害・
求職者支援機構

厚生労働大臣が指定した
研修の実施機関

第1号
ジョブコーチ

第2号
ジョブコーチ

第1号
ジョブコーチ

第2号
ジョブコーチ

実施
機関数

平成17年度下期 106 94 12 ― ― ―

平成18年度 361 167 11 141 42 2

平成19年度 453 131 6 246 70 3

平成20年度 530 138 16 314 62 4

平成21年度 623 136 10 377 100 4

平成22年度 606 107 23 379 97 4

平成23年度 672 108 18 420 126 5

平成24年度 719 112 39 445 123 6

平成25年度 700 83 31 465 121 6

計 4,770 1,076 166 2,787 741 6

◎養成実績（人）

20
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障害者就業・生活支援センター

業務内容

＜就業面の支援＞

・就職に向けた準備支援
（職業準備訓練、職場実習のあっせん）

・就職活動の支援、職場定着に向けた支援

・障害特性を踏まえた雇用管理についての
事業所への助言

・関係機関との連絡調整

雇用と福祉のネットワーク

障害のある方

相談

地域障害者

職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（生活支援担当者1名）

就業支援
（就業支援担当者2～６名）

ハローワーク

事業主

職場適応支援

求職活動支援

特別支援学校
連携

保健所
保健サービスの

利用調整

福祉事務所
福祉サービスの

利用調整

医療機関

医療面の相談

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

自立・安定した職業生活の実現

技術的支援

基礎訓練の
あっせん

対象者の送
り出し

【25年度実績】
対象者数 125,286人
就職件数 17,408件 定着率 75％

障害者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う「障害者就
業・生活支援センター」の機能を強化 332センター（27年度予定）

＜生活面の支援＞

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等
の日常生活に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、生
活設計に関する助言

・関係機関との連絡調整

センター窓口での相談や、職場・家庭訪
問等を実施。

地域の支援機関の中心であるセンター機能を強化し、障害者や企業に対する支援の充実が必要
○障害者の雇用・定着支援に関する高度な知識・経験を有する人材の配置による就職場定着支援の強化

○県単位でのセンター間の情報共有、ネットワーク形成の取組み充実による支援水準の引上げ

○支援対象者の多い大都市を含む障害保健福祉圏域での複数センターの設置

今後期待される役割

就労移行支援
事業者等
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障害者就業・生活支援センターの設置状況

設
置
箇
所
数
（箇
所
）

１
セ
ン
タ
ー
当
た
り
の
支
援
対
象
者
数
（人
）

注）各年度末の数値。平成27年1月現在、センター設置箇所数は325。
障害者就業・生活支援センター事業実施状況報告（年次報告）（厚生労働省）による 32


